令和７年度 ストレスチェック業務仕様書
１　件名
令和７年度 ストレスチェック業務
２　履行期間
契約締結の日から令和8年３月３１日まで
３　業務目的　
・職員自身のストレスへの気づきを促すことによるメンタルヘルス不調の未然防止
・メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う
・ストレスの原因となる職場環境の改善の取組み支援
４　ストレスチェック実施期間
　　職員がストレスチェックを受検する期間は７月中とし、委託者及び受託者で調整の上決定する。
５　調査票の選定
　　調査票は、「職業性ストレス簡易調査票（５７項目版）」（参考2）を使用する。
６　対象者
市長事務部局、行政委員会（学校を除く）及び団体派遣の職員
・職場数　７50　（集団分析対象外職場も含む。）
・職員数　１0，700（概数）
職場及び対象者の確定数は、契約後に連絡する。
※上述の件数には教育委員会の職員数５００人を含めている。納品物について、教育委員会分は分けて納品（集計・分析も同様）すること。

　　　
７　ストレスチェックの実施内容
1 事前打合わせ
本委託業務を円滑に行うために、委託者及び受託者間で事業の実施前に事前打合せを行うものと
する（オンライン可）。業務の流れは「ストレスチェック実施スケジュール（参考１）」を参照し、事前打ち合わせ及び別途協議のうえ決定するものとする。
2 対象者名簿の引き渡し
対象者名簿については、委託者から受託者へ提供する。受託者は速やかにデータを保管し、対象者名簿の提供後に対象者が追加又は変更となる場合は、受託者は随時対応すること。ただし、追加又は変更の期限については、別途協議の上決定する。

3 インターネット上の調査票によるストレスチェックの実施
職員がWEB上のストレスチェック調査票に入力するためのシステムを受検期間の概ね1か月前ま
でに構築し、当該システムを利用し調査を実施すること。なお、当該システムは、委託者が指定するパソコンで実施でき、委託期間中は利用できるものとする。
また、対象者の個人情報が確保されるように、ID、パスワード等による本人管理、インターネットを経
由するデータについては暗号化通信による情報保護、インターネット上では個人を特定する情報を収集しないなど回答内容が他者に知られることのないよう対策を講じること。なお、パスワードについては、委託者の指定する初期パスワードから本人指定のパスワードへ変更する機能を有すること。
　ストレスチェック調査票の入力についての操作説明をWEB上に作成するなど、職員が利用しやすいよう工夫をすること。
　当該システムは、ストレスチェックの結果等について、受検者本人、委託者（従事者）以外の者は閲覧できない仕組みとするとともに、外部に情報が漏洩しないようセキュリティ対策を措置すること。
　職員がストレスチェック調査票に入力する期間は、回答期間として約2週間設け、その後、未受検者への対応期間として約2週間設け、合計4週間とする。
　現行の受検率は、約98％を維持できるよう未受検者への勧奨を行い、回答を得られるよう協力すること。
4 紙の調査票によるストレスチェックの実施
紙媒体による調査は、庁内LANパソコンの配備のない職員への調査方法として実施する。
　　ア　調査票等送付物の印刷

受託者は以下の送付物別紙１の１（１）～（6）を作成すること。

【調査票等送付物一覧】

　　　　①調査票（参考２）

　　　　②個人送付用兼回収用封筒（参考３）

　　　　③個人あての説明書（参考４）

　　　　④庶務担当者あての説明書（参考５）

　　　　⑤ストレスチェック調査票用職場送付兼回収用封筒 (参考６)

　　　　⑥各職場の対象者リスト（参考７）　

　イ　調査票等送付物の封入作業
受託者は、調査票に職員番号及び氏名の印字を行い、調査票、個人あての説明書を個人送付用兼回収用封筒に封入（封をしない状態）し、調査票氏名と対象者リストを照合すること。
　　 ゥ　調査票等の納品
　　　　　個人送付用兼回収用封筒は、所属コード順にまとめ、庶務担当者あての説明書、対象者リストと一緒にストレスチェック調査票用職場送付兼回収用封筒に封入し、別紙２の「納品先一覧」のとおり、配達履歴が分かる送付方法で委託者が指定した送付先住所に一括納品すること。なお、箱詰めする際は、所属コード順に入れること。

また、受託者は、予備として、白紙調査票・個人送付用兼回収用封筒・個人宛の説明書を委託者へ各３０部納品すること。

　エ　調査票の記入期間と回収
職員が調査票を記入する期間は委託者が定め（配布日から約3週間）、受託者は配達履歴が分
　かる回収方法で行うこと。委託者は、調査票の回収後、調査票の氏名と対象者のデータを照合すること。また、調査票の提出数を確認し、委託者へ受領確認の連絡を行うこと。
5 個人結果の集計・分析及び結果通知
ア　別紙３を参照し委託者と協議しながら、速やかに個人結果の集計・分析作業を行うこと。
　　　イ　インターネットによる調査
　　　　　WEB上での全ての調査項目が適正に入力された場合は、速やかに評価し、WEB上で個人の分析結果を表示し、庁内LANパソコンから印刷できる仕組みとする。なお、評価は原則1度とし、受検者により評価後の入力内容の修正はできない仕組みとすること。

　　　ウ　紙媒体による調査
　　　　　紙媒体により全ての調査項目等が適正に回答された場合は、回収後、速やかに別紙1の1（7）～（１０）を作成し、第三者が閲覧できないよう封入・封緘し委託者へ納品すること。なお、調査項目が適正に回答されていない場合は、個人の分析結果の評価ができない旨の本人宛通知文等を委託者へ納品すること。
6 高ストレス者の抽出・面接勧奨・面接再勧奨
委託者が設定するストレスチェック結果の評価方法、基準に基づき、高ストレスと評価された職員を
抽出し、回答期間終了後、WEB上での回答者については1週間以内に、また、紙媒体による回答者については個人結果票納品時期までに委託者へ報告すること。
また、高ストレス者に対し、産業医等による面接指導を受けるよう勧奨し、併せて、相談窓口、専門機関の紹介等の案内を必要に応じて行うこと。WEB受検者からの面接申出先については、委託者が指定するアドレスとし、教育委員会分を分けることとする。
面接指導を受けていない者に対して、面接指導再勧奨を実施すること。紙受検者については、別紙１の（１３）、（１４）を作成し、個人の分析結果票とともに封入・封緘すること。なお、面接再勧奨の時期、期間、方法、対象者については、事前打合せの段階で、委託者と十分協議の上、決定するものとする。

7 個人結果のデータ（電子媒体）等の納品
以下のデータを作成し、委託者へ納品すること。
1 別紙１の１（1１）　個人のストレスチェック結果通知シートのＰＤＦデータ
2 別紙１の１（１２）　高ストレス者リスト　
3 別紙１の１（１3）　個人のストレスチェック結果の素集計データ
8 集団ごとの集計・分析及び集団分析結果の作成・納品
ストレスチェックの実施期間終了後、集団ごとの集計及び分析を行い、別紙４を参照し、別紙１の２
（１）から(３)を作成すること。
分析を実施した所属については、本市が別途提供する所属ごとの分析単位をもとに、分析結果を
PDFファイルにまとめること。なお、本分析結果は部長職を通じて、所属長に配布する想定である。本市と協議の上、PDFファイルの作成単位や納期について協議の上、対応すること。分析予定数は、約４５０所属とし、予定件数については、参考値のため実施時に変動する。
また、紙媒体の集団分析結果も福利課に一括納品すること。（Ａ4、各所属１枚、カラー片面印刷）
9 集団分析結果のデータ（電子媒体）等の納品
以下のデータを作成し、委託者へ納品すること。
1 別紙１の2（２）　集団分析実施一覧
2 別紙１の2（３）　集計分析結果のPDFデータ
3 別紙１の2（4）　集団ごとの集計・分析所属別データ
10 組織分析報告書の作成・納品
別紙５を参照し委託者と協議しながら作成・納品すること。（別紙１の2（５）、（6））
8　研修及び職場環境改善の支援

1 ストレスチェック集団分析結果説明動画の作成
10月中旬の集団分析結果の送付までに、ストレスチェックの本市全体の結果や集団分析結果の見
方、職場環境改善の取組み方法等を内容とする動画を作成し配信する。動画の視聴は、広島市職員の所属長を対象とし、配信方法は、広島市情報セキュリティポリシーに対応したものとし、委託者と協議の上決定する。なお動画が視聴できない職場用の配布資料も作成すること。
2 職場環境の振り返りシートの作成
集団分析結果の内容を踏まえ、自所属の振り返りが実施できる内容とする。振り返りシートは、全
ての職場（約750）で実施し回収、結果の分析を行い、その後職場環境改善に取り組める内容とする。とりまとめた報告書は、委託者にデータで提出すること。基本的にはWEB上での配信及び回収となるが、一部、紙媒体でのやりとりとなる所属があるため、別途委託者よりリストを提供する。
3 職場環境改善取組研修の実施
11月下旬にグループワーク等の演習を取り入れた集合型の研修を実施する。研修は、１回９0分程
度の内容とし、１日に午前午後１回ずつ実施すること。

4 職場環境改善取組支援
７月頃から職場環境改善取組支援を希望する１職場に対して、職場の状況に応じた支援をアドバイザーが実施すること。支援内容については２回のアドバイザー派遣やメール等の相談に応じるものとすること。
5 職場環境改善事例集の作成
ストレスチェックの結果を基に各職場等が行った職場環境改善について、福利課が提供する過去
の好事例も含めて事例集としてまとめること。
9　担当者の体制
（1）　受託者は、ストレスチェックの調整を図るための担当者として、ストレスチェック責任者、副ストレスチェック責任者を各１名置き、日中連絡可能な体制を整えること。また、契約締結後速やかに書面により上記責任者の氏名を報告すること。
(2)　委託者は、上記の責任者・副責任者等が著しく不適正と判断される場合には、協議のうえ受託者に対し、その者の変更を求めることができるものとする。
10　委託業務の履行について

   委託業務の履行に当たっては、関係法令並びに広島市契約規則等の諸規程及び広島市委託契約約款等の規定を遵守しなければならない。
11  個人情報の取扱いについて
(1) 「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利を害することがないよう、個人情報を適切に取り扱うこと。

(2)　記入が終わった調査票の回収や結果の通知等は、調査票及び結果が第三者に見られない方法を講じること。また、結果通知等を封入封かんする作業はダブルチェックを行うなど間違いがないよう確認しながら行うこと。
(3)　データ分析等でICTを用いる場合は、情報漏えいや第三者にその情報を見られることがないよう、パスワード管理及び不正アクセス等を防止するセキュリティ管理を徹底すること。

(4)　個人のストレスチェックの結果の通知に当たっては、封書で職員ごとに通知できるようにすることとし、本人以外の第三者に知られることがない形で、直接本人に通知される方法にすること。

(5)　面接指導の要否が他の者に類推されることがないよう配慮すること。

(6)　調査票及び結果等の情報については、第三者が閲覧できないように施設又は設備に十分なセキュリティを確保し、厳密な管理を行うこと。なお、電磁的記録による保存を行う場合は、その扱いに注意し、適切な保存を行うこと。

(7)　ストレスチェック等関係資料については、ストレスチェック実施年度の翌年度から２年間保管すること。なお、保管期限が過ぎたものについては、受託者が責任をもって廃棄し、委託者に廃棄報告を行うこと。
(8)　調査票原本は委託業務終了時に職場ごとにまとめ、所属コード順に並べ替えたうえで委託者に返却すること。なお、返却にあたっては必ず返却漏れがないか受託者側で確認のうえ返却し、返却時にはその場で委託者の検収を受けること。

(9)　個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、直ちに委託者に報告すること。

12  委託料の請求について

　　受託者は、業務実績に基づき委託料の請求を行うものとする。
なお、請求する委託料を算出するに当たり、「ストレスチェック調査票配布数」は委託者が作成した対象者リストに基づき所属、氏名等を印字した調査票の枚数とし、「ストレスチェック調査票回収数」は回収した調査票のうちストレスチェック結果通知シートを作成した枚数とする。

13　その他　
(1)　受託者は、個人のストレスチェック結果・集団分析結果等ストレスチェックにかかる一切の関係書類について、誤りがないよう受託者複数名による確認作業後納品すること。
(2)　委託業務で取り扱う電子データは、セキュリティ管理上安全が保てる方法で提供・納品すること。
(3)　適宜、委託者による作業現場の確認を行う場合がある。
(4)　人事異動者の対応については、集団分析結果に反映させることを基本とし、詳細は別途協議のうえ決定する。
(5)　納品先については変更する場合がある。
(6)　トラブル等が発生した場合には、内容を問わず委託者に連絡すること。また、トラブルの対応についてはトラブル発生後早急に委託者と協議し、適切な措置を講じること。
(7)　この仕様書に記載されていない事項であっても、必要と認められる軽微な作業については、委託者と協議の上、適正に実施すること。また、記載外の事項で問題が生じた場合は、直ちに委託者と協議の上、実施すること。

(8)　この仕様書の内容については、委託者が必要と認める場合に別途協議の上、変更及び追加を行うことができるものとする。

(9)　委託業務にかかる消耗品・機器及び配送等の諸経費はすべて受託者が負担すること。

(10) 業務実施に当たり、事故等が発生した場合は、速やかに委託者に状況を報告するとともに、必要と考えられる措置を行うこと。
(11) 各データの引き渡しに当たっては、コンピュータウイルス対策及び個人情報管理に対し、必要かつ十分な措置を講じること。
(12) 受託者が、委託業務の一部を再委託する場合は、事前に、再委託の内容、それに含まれる情報、再委託する理由、再委託先等を書面により報告し、委託者の承諾を得なければならない。
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